
西区地域防災リーダー登録要綱 

（目的） 

第 1 条 この要綱は、西区において、地震、風水害その他の災害が発生した場合に備え、

地域住民が連帯共同することにより被害を未然に防止し、もしくは軽減し、予防するた

め、『大阪市地域防災計画』に定められている自主防災活動の中核となる「地域防災リ

ーダー」を育成し、地域の防災力を向上させ、災害に強いまちづくりを推進することを

目的とする。 

  

（活動） 

第 2 条 地域防災リーダーは、第 1 条の目的を達成するため、次の活動を行う。 

（1）災害発生時における情報の収集連絡、初期消火、救出・救護、避難誘導、給食・給

水等、災害応急対策に関すること 

（2）防災活動に必要な知識、技術の習得に関すること 

（3）地域における防災知識の普及に関すること 

（4）その他、災害発生時に備えた予防等に関すること 

  

（手続き） 

第 3 条 地域防災リーダーは、各連合振興町会長から推薦を受け、区が登録する。 

  

（組織編制） 

第 4 条 地域防災リーダーは、第 2 条に掲げる活動を行うにあたり、地域ごとに地域防災

リーダー隊を組織し、地域の自主防災組織のもとで活動するものとする。 

2 地域防災リーダーの構成は、隊長 1 名のもと、情報班、初期消火班、救出救護班、避

難誘導班、給食給水班の 5 班を編成し、各班にリーダー1 名、サブリーダー3 名の合計 21

名を基本とする。 

  なお、定数の増減は、別途協議のうえ可能とする。 

  

（任期） 

第 5 条 地域防災リーダーの任期は 2 年とする。ただし、再任は妨げない。 

2 任期内に地域防災リーダーに変更があった場合における後任の地域防災リーダーの任期

は、前任者の残任期間とする。 

  

（装備品の貸与） 

第 6 条 区長は、地域防災リーダーに対し、次に掲げる防災活動に必要な物品を貸与す

る。 

（1）防災服（上下、帽子、ベルト）  一式  ※ただし、ベルトは男性のみ 



（2）長靴              一足 

（3）ヘルメット（フリーサイズ）   一個 

2 区長は、地域防災リーダーに対し、訓練や災害救助活動時に負傷した場合の補償を行

うための保険に加入し、そのための経費を負担する。 

  

（その他） 

第 7 条 この要綱に定めるもののほか、地域防災リーダーに関し必要な事項は別途定める

ものとする。 

  

附 則 

この要綱は、平成 30 年 4 月 1 日より施行する。 


